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地
方
公
務
員
の
定
年
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
各
地

方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
総
務
省
公
務
員
部
の
通
知
等

を
も
と
に
そ
の
概
略
を
簡
単
に
説
明
し
、
ラ
イ
フ

プ
ラ
ン
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

減
少
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

（
２
）
給
与

　

60
歳
の
誕
生
日
以
降
の
次
の
４
月
か
ら
、
給
料

月
額
が
７
割
と
な
り
ま
す
。
諸
手
当
（
含
む
期
末

勤
勉
手
当
）
を
含
め
た
年
収
も
、
お
お
よ
そ
７
割

に
な
り
ま
す
（
管
理
監
督
職
の
方
は
管
理
職
手
当

が
な
く
な
る
分
、
減
少
割
合
が
も
う
少
し
大
き
く

な
り
ま
す
）
。

（
３
）
退
職
手
当

① 

60
歳
以
降
、
新
た
な
定
年
ま
で
の
間
に
退
職

し
た
場
合

　

退
職
手
当
は
、
60
歳
で
定
年
退
職
し
た
時
の
退

職
手
当
の
額
と
比
べ
て
減
少
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※ 

退
職
手
当
の
計
算
式
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
60

歳
ま
で
の
勤
続
年
数
が
35
年
未
満
の
方
が
60
歳

以
降
に
退
職
す
る
場
合
、
退
職
手
当
の
金
額
が

増
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
一
方
、
60
歳
ま
で
の

勤
続
年
数
が
35
年
以
上
の
方
は
増
額
と
は
な
ら

ず
、
こ
れ
ま
で
と
同
額
と
な
り
ま
す
。

② 

60
歳
前
に
早
期
退
職
（
応
募
認
定
退
職
）
す
る
場
合

　

こ
れ
ま
で
と
同
様
、
一
定
の
割
り
増
し
（
一
般

職
員
の
場
合
、
１
年
に
つ
き
３
％
）
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

定
年
引
上
げ
の

開
始
時
期
と
完
了
時
期

 

　
定
年
引
上
げ
は
、【
図
表
１
】
の
よ
う
に
令
和

５
年
度
か
ら
段
階
的
引
上
げ
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
末
に
60
歳
と
な
る
方

（
昭
和
38
年
４
月
２
日
～
昭
和
39
年
４
月
１
日
生
）

は
、
令
和
６
年
度
末
に
61
歳
で
退
職
す
る
こ
と
と
な

り
、
最
終
的
に
は
昭
和
42
年
４
月
２
日
～
昭
和
43

年
４
月
１
日
生
の
方
が
令
和
14
年
度
末
に
65
歳
で

退
職
し
、
以
降
65
歳
定
年
退
職
と
な
り
ま
す
。

定
年
引
上
げ
に
伴
う

新
た
な
制
度

　

こ
の
定
年
引
上
げ
に
伴
い
、
60
歳
以
降
の
働
き

方
や
給
料
等
の
支
給
に
つ
い
て
主
に
次
の
よ
う
な

制
度
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

（
１
）
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制

　
　
（
い
わ
ゆ
る
役
職
定
年
制
）

　

管
理
監
督
職
（
課
長
・
部
長
ク
ラ
ス
等
）
の
方

は
、
60
歳
の
誕
生
日
以
降
、
次
の
４
月
１
日
ま
で

の
間
に
管
理
監
督
職
か
ら
外
れ
（
異
動
し
）
、
定

年
ま
で
勤
務
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
の
結
果
、

管
理
監
督
職
の
管
理
職
手
当
が
な
く
な
り
収
入
が

【図表１】定年の段階的引上げ
（令和５年４月１日施行・２年ごとに１歳ずつ引上げ）
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※暫再は「暫定再任用」の略

定年年齢
生年月日

令和５年度末の年齢
↑

地
方
公
務
員
の「
定
年
引
上
げ
」と

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
与
え
る〝
影
響
〟
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ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
与
え
る
影
響

と
家
計
の
見
直
し

　

定
年
引
上
げ
に
伴
う
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
上
の
大
き
な

変
化
と
し
て
は
、
「
60
歳
以
降
の
収
入
の
減
少
」

と
「
退
職
手
当
の
支
給
時
期
が
遅
く
な
る
こ
と
」

で
す
。

（
１
）
60
歳
以
降
の
収
入
の
減
少

　

50
歳
代
に
な
る
と
収
入
も
そ
れ
な
り
に
大
き
く

な
り
、
55
歳
ま
で
増
加
し
ま
す
が
、
56
歳
～
60
歳
は

一
般
的
に
は
収
入
は
ほ
ぼ
同
じ
金
額
（
原
則
昇
給

な
し
）
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
今
回
の
定
年
引
上

げ
に
よ
り
、
60
歳
で
収
入
が
７
割
に
減
少
（
管
理

職
手
当
も
な
く
な
る
）
し
、
さ
ら
に
65
歳
で
退
職

し
た
後
は
年
金
収
入
と
な
り
ま
す
。

（
２
）
退
職
手
当
の
支
給
時
期
の
繰
り
延
べ

　

退
職
手
当
の
支
給
時
期
は
ご
自
身
の
定
年
退
職

の
時
で
す
の
で
、
定
年
引
上
げ
に
な
る
と
支
給
時

期
も
繰
り
延
べ
ら
れ
、
最
終
的
に
は
65
歳
支
給
と

な
り
ま
す
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
今
後
の
収
入
の
推
移
の

イ
メ
ー
ジ
は
【
図
表
２
】
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ざ
っ
く
り
と
し
た
金
額
で
す
が
、【
図
表

３
】
に
収
入
の
変
化
の
一
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

　

こ
の
例
で
は
、
月
額
53
万
円
（
～
60
歳
）
→
33
・

６
万
円
（
61
～
65
歳
）
→
25
万
円
（
65
歳
～
）
、
年

収
ベ
ー
ス
で
は
約
７
５
０
万
円
（
～
60
歳
）
→
約

５
３
０
万
円
（
61
～
65
歳
）
→
３
０
０
万
円
（
65

歳
～
）
と
な
り
、
60
歳
か
ら
５
年
後
に
は
年
収
が

４
５
０
万
円
程
度
減
少
し
、
65
歳
以
降
は
月
額

25
万
円
の
年
金
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
60
歳
定
年
退
職
の
場
合
は
定
年
退

職
→
再
任
用
と
な
り
、
上
記
と
同
じ
く
ら
い
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
減
収
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
場
合
は
60
歳
で
退
職
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
た

の
で
、
あ
ま
り
預
貯
金
の
な
い
方
で
も
退
職
手
当

を
取
り
崩
す
こ
と
で
急
激
な
収
入
ダ
ウ
ン
に
対
処

で
き
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
定
年
引
上
げ
の
場
合
、
支
給

時
期
が
自
身
の
新
た
な
定
年
年
齢
ま
で
繰
り
延
べ

ら
れ
る
た
め
、
預
貯
金
が
な
い
と
取
り
崩
す
財
源

が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
生
活

水
準
の
見
直
し
が
急
務
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

長
期
視
点
で
考
え
た
場
合
、
50
歳
代
は
収
入

が
増
え
、
子
ど
も
も
就
職
・
独
立
す
る
時
期
と
な

り
、
そ
れ
な
り
に
余
裕
資
金
が
で
き
ま
す
の
で
、

多
少
贅
沢
な
暮
ら
し
ぶ
り
も
可
能
な
状
況
と
な
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
60
歳
の
収
入
ダ
ウ
ン
と

65
歳
か
ら
の
年
金
収
入
を
考
え
る
と
、
最
終
的
に

は
65
歳
か
ら
の
年
金
収
入
を
基
準
と
し
た
生
活
水

準
を
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
の
た
め
、

単
発
的
な
イ
ベ
ン
ト
は
別
と
し
て
、
50
歳
代
で
余

裕
の
で
き
た
生
活
費
に
連
動
さ
せ
て
生
活
水
準
を

引
き
上
げ
る
こ
と
は
自
重
し
、
ほ
ど
ほ
ど
の
生
活

水
準
を
保
ち
、
65
歳
か
ら
年
金
収
入
で
暮
ら
し
て

い
け
る
生
活
水
準
に
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
し
て

い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
60
歳
定
年
の
場
合
は
、
退
職
手
当
を
還

暦
の
お
祝
い
等
と
し
て
夫
婦
で
の
豪
華
な
海
外
旅

行
や
新
車
の
購
入
、
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
等
に
充
当

し
、
計
画
通
り
の
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
が
実
行
で
き

ま
し
た
が
、
定
年
引
上
げ
で
退
職
手
当
の
支
給
が

繰
り
延
べ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
十
分
な
預
貯
金

が
な
い
と
当
初
計
画
通
り
に
実
行
で
き
な
く
な
る

可
能
性
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
今
一
度
ラ
イ
フ
プ
ラ

ン
の
検
証
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
３
）
住
宅
ロ
ー
ン
の
留
意
点

　

特
に
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
住
宅
ロ

ー
ン
を
60
歳
以
降
も
支
払
う
設
定
と
し
て
い
る
方

【図表２】今後の収入推移のイメージ

【図表３】収入の変化の一例
60歳以前の収入

（月額）
61歳～65歳の
収入７割に減収

（月額）

65歳～の収入　
年金（月額）

（配偶者は基礎年金
のみの場合）

 給料　     40万円
 諸手当       8万円
 管理職手当 5万円

         
    合計　53万円

 給料　    28万円
 諸手当     5.6万円
 管理職手当  0万円

合計　33.6万円
（60歳時との差

約▲20万円）

〈 本人 〉　
 基礎年金　6.5万円
 厚生年金    12万円

〈 配偶者 〉
基礎年金   6.5万円

合計　25万円
（60歳時との差 

▲28万円）

60歳までの給料の7割
＋諸手当

（あるいは暫定再任用）

56～60歳
の給料

＋
諸手当

管理職手当

55歳

基礎年金
厚生（共済）年金

55歳
までの給料

＋
諸手当

60歳 定年（65歳）現職

退職手当の支給

▼ ▼
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で
す
。【
図
表
４
】
の
よ
う
に
、
退
職
手
当
に
よ
る

一
括
返
済
が
60
歳
で
で
き
な
く
な
り
、
７
割
に

減
少
し
た
収
入
で
住
宅
ロ
ー
ン
を
支
払
い
続
け
る

こ
と
と
な
り
、
生
活
費
が
よ
り
圧
迫
さ
れ
ま
す
。

（
４
）
生
活
費
の
見
直
し

　

生
活
費
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
収
入
の
変
化

の
例
で
確
認
の
と
お
り
、
か
な
り
大
き
な
収
入
の

減
少
に
な
り
ま
す
の
で
、
思
い
切
っ
た
見
直
し
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
る
の
は
、
生
命
保
険

料
、
通
信
費
、
電
気
・
ガ
ス
等
の
光
熱
費
、
住
宅

ロ
ー
ン
の
借
換
え
・
繰
上
返
済
、
家
計
簿
等
の
記

入
に
よ
る
無
駄
な
支
出
の
発
見
と
整
理
な
ど
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
当
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
協
会

情
報
誌
「
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
」
の
記
事
を
お
読
み
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
（
お
薦
め
の
記
事
「
１
５
０
号
：
生
命
保
険

の
見
直
し
」「
１
４
７
号
・
１
４
８
号
：
家
計
を
見

直
す
ヒ
ン
ト
」「
１
３
６
号
：
通
信
費
の
節
約
の
ヒ

ン
ト
」「
１
３
５
号
：
電
気
代
を
抑
え
る
ヒ
ン
ト
」

「
１
３
３
号
：
い
か
に
ラ
ク
に
節
約
す
る
か
」
等
）
。

（
５
）
退
職
手
当
に
か
か
る
税
金

　

定
年
引
上
げ
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
退
職
ま
で

の
勤
続
年
数
が
長
く
な
る
こ
と
か
ら
退
職
所
得
控

除
額
が
大
き
く
な
り
、
退
職
手
当
に
か
か
る
税
金

が
こ
れ
ま
で
よ
り
も
少
な
く
な
り
ま
す
（
退
職
金

額
次
第
で
す
が
、
税
金
が
か
か
ら
な
い
方
が
多
く

な
る
と
思
わ
れ
ま
す
）
。

　

例
え
ば
、
60
歳
時
で
勤
続
38
年
の
方
は
定
年
が

65
歳
に
引
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
勤
続
年
数
が
43
年

に
延
び
、
退
職
手
当
２
４
１
０
万
円
ま
で
税
金
が

か
か
ら
な
く
な
り
ま
す
【
図
表
５
】
。

（
６
） 
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
（
イ
デ
コ
）
の
給
付
金
受
取
時

の
影
響

　

最
近
加
入
者
が
増
加
し
て
い
る
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

（
イ
デ
コ
）
で
す
が
、
勤
続
年
数
が
長
く
な
る
こ
と

に
よ
り
退
職
所
得
控
除
額
が
増
え
る
の
で
、
退
職

手
当
で
退
職
所
得
控
除
額
を
限
度
額
ま
で
利
用
し

て
も
な
お
残
枠
が
あ
れ
ば
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
給
付

金
受
取
非
課
税
枠
と
し
て
活
用
で
き
ま
す
。

【図表４】住宅ローンの支払いイメージ

【図表５】退職所得控除額早見表

① 60歳で定年退職の場合

生活資金

55歳 60歳 65歳50歳

年
間
給
与 ローン返済

給与 60歳
退職手当で
一括返済

再任用等

② 65歳に定年引上げとなった場合

生活資金

55歳 60歳 65歳50歳

年
間
給
与 ローン返済

給与
65歳

退職手当で
返済完了定年引上げ60歳～65歳まで

ローン支払い継続

勤続
年数

退職所得
控除額

勤続
年数

退職所得
控除額

勤続
年数

退職所得
控除額

勤続
年数

退職所得
控除額

勤続
年数

退職所得
控除額

  1年     80万円 11年  440万円 21年   870万円 31年 1,570万円 41年 2,270万円
  ２    80  12  480  22   940  32 1,640  42 2,340
  ３  120  13  520  23 1,010  33 1,710  43 2,410
  ４  160  14  560  24 1,080  34 1,780  44 2,480
  ５  200  15  600  25 1,150  35 1,850  45 2,550
  ６  240  16  640  26 1,220  36 1,920  46 2,620
  ７  280  17  680  27 1,290  37 1,990  47 2,690
  ８  320  18  720  28 1,360  38 2,060  48 2,760
  ９  360  19  760  29 1,430  39 2,130  49 2,830
 10  400  20  800  30 1,500  40 2,200  50 2,900

（
７
）
そ
の
他

　

定
年
引
上
げ
に
よ
り
60
歳
以
降
も
共
済
組
合
員

の
資
格
は
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
る
の
で
、
共
済
制

度
や
福
利
厚
生
制
度
は
こ
れ
ま
で
通
り
利
用
で
き

ま
す
。

　

詳
細
は
、
当
協
会
発
行
『
地
方
公
務
員
の
た
め

の
50
歳
代
か
ら
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』

を
、
ぜ
ひ
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。


